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安全衛生推進者
　次に掲げる業種に属する事業場で、
常時使用する労働者数が10人以上50
人未満のものにおいては、安全衛生
推進者を選任し、その者に当該事業
場における安全衛生に係る業務を担
当させなければならない（法12の 2 、
則12の 2 、12の 3 ）。
⑴　林業、鉱業、建設業、運送業及
び清掃業

⑵　製造業（物の加工業を含む。）、
電気業、ガス業、熱供給業、水道
業、通信業、各種商品卸売業、家
具・建具・じゅう器等卸売業、各
種商品小売業、家具・建具・じゅ
う器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業及び機
械修理業

　これらの業種は、安全管理者並び
に衛生管理者を選任すべき業種と同
一である。
　安全管理者又は衛生管理者が安全
衛生業務の技術的事項を管理する者
であるのに対し、安全衛生推進者は、
安全衛生業務について権限と責任を
有するものの指揮を受けて当該業務
を担当する者である。
　派遣労働者については、派遣元の
事業者と派遣先の事業者のそれぞれ
に使用されるものとして取り扱われ
る（労働者派遣法45）。この場合、

派遣先はその業種によって衛生推進
者の選任のみでよい場合もある。
　安全衛生推進者は、その事業場に
専属の者を選任するのが原則である
が、労働安全コンサルタント、労働
衛生コンサルタントその他厚生労働
大臣が定める者のうちから選任する
ときは、この限りでない（則12の 3
⑵）こととされている。
　なお、分社化された企業の安全衛
生推進者について、親会社の安全衛
生推進者が子会社の安全衛生推進者
を兼務することの要件が定められて
いる（平18．3 ．31基発0331005）。

条文・安全衛生推進者等の氏名の
周知　則12の 4

・安全衛生推進者の要件　安
全衛生推進者等の選任に関
する基準（昭63労告80）

通達・解釈例規　昭63．9 ．16基発
601の 1 、昭63．9 ．16基発
602

・労働安全衛生規則等の一部
を改正する省令の施行及び
関係告示の適用等について
（安全衛生推進者等養成講
習について）　平21．3．30基
発0330034

・安全衛生推進者等の選任制
度の運用について　昭和63．
12．9 事務連絡

・建設業における安全衛生推
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ストレスチェック
1 　意義
　平成27年12月 1 日から、事業者
は、労働者の心理的な負担の程度
を把握するための検査等を実施し
なければならないこととされた
（法66の10）。ただし、常時使用す
る労働者数が50人未満の事業場に
おいては、当面の間努力義務とさ
れている。これをストレスチェッ
クという。
2　実施方法等
⑴　検査の実施方法（則52の 9 ）
　事業者は、常時使用する労働
者に対し、 1年以内ごとに 1回、
定期に、次に掲げる事項につい
て法第66条の10第 1 項に規定す
る心理的な負担の程度を把握す
るための検査（以下本項におい
て「検査」という。）を行わな
ければならない。
①　職場における当該労働者の
心理的な負担の原因に関する
項目
②　当該労働者の心理的な負担
による心身の自覚症状に関す
る項目
③　職場における他の労働者に
よる当該労働者への支援に関
する項目

⑵　検査を実施する者（則52の10

①）
　検査を実施する者は、次に掲
げる者（医師等）である。
①　医師
②　保健師
③　検査を行うために必要な知
識についての研修であって厚
生労働大臣が定めるものを修
了した看護師又は精神保健福
祉士
　そして、検査を受ける労働者
について解雇、昇進又は異動に
関して直接の権限を持つ監督的
地位にある者は、検査の実施の
事務に従事してはならない（同
②）。

⑶　実施結果の通知
　事業者は、ストレスチェック
を受けた労働者に対し、厚生労
働省令で定めるところにより、
当該検査を行った医師等から当
該検査の結果が通知されるよう
にしなければならない。この場
合において、当該医師等は、あ
らかじめ当該検査を受けた労働
者の同意を得ないで、当該労働
者の検査の結果を事業者に提供
してはならない。
　事業者は、検査を受けた労働
者に対し、当該検査を行った医
師等から、遅滞なく、当該検査
の結果が通知されるようにしな
ければならない（則52の12）。
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